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新興感染症予防対応マニュアル

出勤前に体温を計測
面会者、訪問者は受付で体温を計測、相談問診シートをとる

職員版

各自

概ね37.5℃以上の発熱や
感染疑いの症状があったら

出勤しない！
職長に連絡し指示に従う

各自

職長

解熱後24時間以上経過し、呼吸器症状

が改善傾向となるまでは出勤しない

各

自

上記状態が改善したら

入り口検温表に記録 各自

マスク着用（咳エチケット）
手洗い

アルコール消毒
各自

各自

※法人全職員とアウトソース先、面会者、訪問者等を対象とする。

面会は可能な限り制限する 管理者

アウトソース物品の受け渡しは玄
関先か決められた場所で行う

事務

職員の欠勤が増えたら
管理者の指示に従う

職長

管理者

Yes

No

Ver.5

37.5℃以上または呼吸器
症状が2日以上続いたら

保健所に連絡、指示を受ける 原則医師

利用継続する

利用者へ手洗いの励行
環境のアルコール消毒と記録

居室及び共有スペースの換気と記録
相談者・見学者の体調チェックと記録

（相談問診シート）

来所者の検温と消毒

職員

出発前に検温する

職員
Yes

No

入所版

適宜検温、状態観察する
職員（介護・看
護・リハ等）

利用者

受診後、結果確定までの間、及び
症状が続いていてもいなくても

ショートステイ版

利用

発熱や感染疑いの
症状があったら

保健所の指示に従う 管理者

利用を断る

担当居宅介護支援事業所
（相談支援事業所）に連絡する

職

員

Yes

施設医師と看護部長に報告する 看護師

職員・利用者共通

家族に発熱や感染疑いの
症状があったら

職長に報告、医師又は看護部長

に報告し、受診等の指示を受ける

各自

・家族を含む渡航自粛、集会参加自粛の徹底
・施設内外の会議は、出来る限り対面での集合を避け、延期や中
止とする。やむを得ない場合は議題・人数・時間を制限し換気や広
い会場で行う。
・イベントの参加や飲食を伴う集まりを避ける。
・密集・密接・密閉空間へ行かない。

職長

各自

看護師に報告する 職員

看護師は状態を把握する
（発生日時・バイタル・SPO2等）

看護師

医師は報告内容と検査（血液・X線検査等）
で、判断根拠を明確にする 医師

家族に状況報告・検査の同意を得る 看護師

Yes

No

幹人会BCP想定事案「新興感染症パンデミック時」対応マニュアルに従う！

Yes

No

利用者へ手洗いの励行
環境のアルコール消毒と記録

居室及び共有スペースの換気と記録
相談者・見学者の体調チェックと記録

（相談問診シート）

来所者の検温と消毒

職員

ショート入りで血液検査（血算
CRP）

異常あればX線検査実施

No

医師
看護師

医師

職員利用を断る

担当居宅介護支援事業所
（相談支援事業所）に連絡する

職

利用を継続する 利用者

医師が新興感染症の疑
いを判断した場合

医師が新興感染症の疑
いを判断した場合No

Yes

注意しながら利用継続する 職員

医師が異常と
判断したら

Yes

No
注意しながら利用継続する 職員

事業継続の判断 管理者


